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介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 重要事項説明書 
 

１ 事業の目的と運営方針 

 社会福祉法人おかざき福祉会こささの里地域包括支援センターは、介護保険法令に従い、

利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援し、状態を維持・改善することを目的として、介護予防支援及び介護予防ケアマネジ

メント等を行います。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めます。 

 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って事業運営を行います。 

  また、サービス事業者の選択については、利用者・家族の希望を踏まえつつ、公平中立 

に行います。サービス事業所については複数の事業所の紹介が可能であり、また、介護予

防サービス計画に当該事業所を位置付けた理由を求めていただくことが可能です。 

２ 事業者（法人） 

 名 称   社会福祉法人おかざき福祉会 

 所在地   岡崎市秦梨町字平畑１６番地１ 

 代表者   理事長  鈴木 雅司 

 電話番号  ０５６４－４７－３３３３   FAX 番号  ０５６４－４７－３３３１ 

３ 事業所の概要 

 事業所名  こささの里地域包括支援センター 

 指定番号  ２３０３０００２０８ 

 所在地   豊田市越戸町上西小笹１１６番地 

 管理者   石田 知宏 

 電話番号  ０５６５－４６－９６７７   FAX 番号 ０５６５－４６－９９０１ 

 営業日   月曜日から日曜日 

ただし、１２月２９日から１月３日を除く。               

 営業時間  ８時３０分から１７時３０分 

 通常の事業の実施地域  豊田市猿投台地区 

４ 事業所の従業者体制（2025年 7月 1日現在） 

職種 職務内容 人員 

管理者 業務の一元的な管理 １名（常勤兼務） 

主任介護支援専門員 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務等 １名（常勤兼務） 

保健師 心身状況の把握、医療連携等 １名（常勤） 

社会福祉士 福祉・後見制度等の相談等 ２名（常勤２名） 

介護支援専門員 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務等 １名（非常勤） 

事務員 ３職種の補助、事務 １名（常勤） 

５ サービスの内容 

 ①介護予防サービス・支援計画の作成 

 ②介護予防サービス事業者等との連絡・調整 

 ③要支援認定等の申請に対する協力・援助 

 ④上記に付随する業務（相談等） 

６ 利用料金 

 介護保険により給付される場合は、自己負担はありません。ただし、介護保険料未納、

要支援認定を受けられない等の理由により自己負担が発生する場合があります。（初回加

算なども同じ） 

※ 介護給付費、介護予防ケアマネジメント費（１単位１１．０５円） 

    ①介護予防支援費                ４４２単位（１月につき） 
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    ②初回加算                   ３００単位（１月につき） 

    ③委託連携加算                 ３００単位（１回限度） 

    ④介護予防ケアマネジメント A          ４４２単位（１月につき） 

    ⑤介護予防ケアマネジメント B          ３３０単位（１月につき） 

７ 入院時における医療機関との連携 

 利用者の方が入院された場合、入院先医療機関と連携して利用者を支援するため、担当

職員の氏名及び連絡先等を入院先医療機関に提供していただきます。 

８ 非常災害対策 

 当事業所では、非常災害その他緊急事態に備え、必要な設備を備えるとともに、消防計

画を作成し消防署への届出を行い、年２回以上の防災訓練を実施し、非常災害に備えてお

ります。 

９ 緊急時の対応 

 当事業所では、サービス提供中に容態が急変した場合等には、速やかに、予めお知らせ

いただいた緊急連絡先、嘱託医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

１０ 事故発生時の対応 

 サービス提供中に事故が発生した場合には、家族、市町村及び関係諸機関等への連絡を

行うなどの必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった措置について記録します。

また、損害保険会社の保険に加入し、賠償責任を負った場合、保険の範囲内で賠償を行い

ます。 

１１ 守秘義務 

 当事業所では個人情報保護法に沿った「おかざき福祉会個人情報管理規程」を作成し、

利用者及びご家族の個人情報を適正に管理しております。また、職員については、在職中、

退職後を通じて、職務を通じて知り得た利用者、その家族及び身元保証人の個人情報を正

当な理由なく、開示、提供、漏洩もしくは自ら使用しないことを書面により誓約しており

ます。 

１２ 介護・看護記録の開示 

 利用者、身元保証人、利用者の家族の方は、所定の請求用紙を提出して、介護・看護記

録の開示を請求することができます。請求がなされた場合、原則として、毎月１回開催さ

れる個人情報保護委員会において、開示・不開示、開示する場合はその方法と範囲を決定

します。不開示の場合には理由を通知します。また、文書による開示の場合、事前に同意

をいただいた上、コピー代をお支払いいただきます。 

１３ 虐待防止のための措置 

 当施設では、以下の虐待防止のための措置を行っています。 

①虐待防止のための委員会の開催（３カ月に１回以上）、②虐待防止のための研修の実施

（年２回以上）、③虐待防止のための指針の整備、④虐待防止のための担当者の配置 

 虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合、市に通報し、その指示に従い必要な協

力を行います。 

１４ 苦情相談窓口 

 ① こささの里地域包括支援センター 

  苦情受付担当者  石田 知宏（管理者） 

苦情解決責任者  山田 満寿夫（こささの里所長） 

ご利用時間  ８時３０分～１７時３０分（土日祝日、年末年始を除く） 

ご利用方法  電話   ０５６５―４６―９６７７ 

面接   随時（事前にご予約下さい） 

ご意見箱 玄関ロビーに設置 

② 豊田市介護保険課 

  〒４７１－８５０１  豊田市西町３－６０ 

電話番号  ０５６５－３４－６６３４ 

受付時間  ８時３０分～１７時１５分（土日祝日、年末年始を除く） 

１５ 第三者評価の実施状況 

 ① 実施の有無   無 
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こささの里地域包括支援センターのサービスについて重要事項の説明を受け、同意しま

した。 

 

  年  月  日 

 

利用者  （住 所）                    

 

（氏 名）                   ㊞ 

 

（電 話） 

 

署名代行者 □ 身元保証人と同じ（以下、記入押印不要） 

（住 所）                    

 

（氏 名）                   ㊞ 

 

（電 話） 

 

（続 柄） 

 

（署名代行理由） 

   □ 筆記が不可能または困難であるため 

   □ その他（                    ） 

 

身元保証人 

（住 所）                    

 

（氏 名）                   ㊞  続柄 

 

（電 話） 

 

重要事項説明者 

（職・氏名）                       ㊞ 

 

説明場所 

□ こささの里 

□ 利用者ご自宅 

□ その他                              

 

2025.7.1 総務室 山本 


